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Ⅰ 提出予定案件

１ その他の議案等

(１) 条例案

徳島県地方警察職員の給与に関する条例及び一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正について

ア 改正の理由

令和２年１１月６日付けの人事委員会勧告に鑑み、本県の警察職員の給与について改定を行う必要がある。

イ 改正の概要

(ア) 徳島県地方警察職員の給与に関する条例の一部改正

ａ 期末手当の改定

(ａ) １２月期の支給割合を１００分の１２５（特定幹部警察職員にあっては、１００分の１０５）に引き下げることとし

た。

(ｂ) ６月期の支給割合を１００分の１２７．５（特定幹部警察職員にあっては、１００分の１０７．５）に引き下げ、

１２月期の支給割合を１００分の１２７．５（特定幹部警察職員にあっては、１００分の１０７．５）に引き上げるこ

ととした。

(イ) 一般職の任期付研究員の採用等に関する条例の一部改正

ａ 期末手当の改定

(ａ) １２月期の支給割合を１００分の１６５に引き下げることとした。



- 2 -

(ｂ) ６月期の支給割合を１００分の１６７．５に引き下げ、１２月期の支給割合を１００分の１６７．５に引き上げるこ

ととした。

ウ 施行期日

この条例は、公布の日から施行することとした。ただし、イの(ア)のａの(ｂ)及びイの(イ)のａの(ｂ)については、令和

３年４月１日から施行することとした。


